
平成 22年 度全 国がん対策 関係 主管課長 会議  議 事次第

日 時 平成 22年 10月 8日 (金 )10:30～ 12:00

於   国際交流会館 3階  国際会 議場

主 催  厚 生労働省健 康局総務課 がん対策推進室

1 開会・挨 拶

2 議   事

(1)平 成 23年 度 概 算 要 求 にお けるがん対策 関係 予 算 につい て

(2)平 成 22年 度 がん対 策 関係 予 算 の執行 状 況 につ いて

(3)「 女性 特 有 のがん検 診 推進 事 業 」の実 績 等 につ いて

(4)が ん検 診 の精 度 管理 につ いて

(5)が ん検 診 と特 定健 診 との連 携 につ いて

(6)が ん診 療 に携 わる医 師 に対 す る緩 和 ケア研 修 会 の開催 状 況 等 につ いて

(7)が ん診 療 連携 拠 点病 院 の指 定 につ いて

(8)そ の他

3 質 疑 応 答

4 閉   会                            .
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平成23年度厚生労働省予算 (一般会計)概算要求の姿

Ｉ
Ｎ
Ｉ

(22年度当初予算額)

27ツЬ57561市議H
(23年度要求日要望額)

28りじ7′ 954市議F可

(対22年度増額)

(+1兆 2′393億円 )

(単位 :億円)

区  分
平成22年度予算額

(A)

平成23年度要求 (要望 )

額

(B)

増▲減額

(B)― (A)

年金・医療等
に係る経費等

262,652 275,012 12,359

翫
計

組
経

12,909 11,655 Al,254

元気な日本

復活特別枠
1,287 1,287



平成23年度 厚生労働省概算要求のフレーム

マニ フェス ト施策財源見合検討事項

子ども手当1.3万円の上積み分
雇用保険国庫負担本則戻し
求職者支援制度

自然増 +りК2,400億円

年金・医療等に係る経費等

22年度 26.3兆円

※1 年全国庫負担は1/2で要求。
ただし、財源は予算編成過程で検討。

「元気な日本復活特別枠」

要望基礎枠 1,287億円

※優先順位を付け要望

▲1,0°/olll■ |▲■287億円|※

○

○

○

総予算組替え対象経費

22年度 1.3兆円

公共事業関係費

人件費、義務的経費

裁量的経費

※2 政府全体
「元気な日本復活特別枠」⇒ 1兆円を相当程度超える額
○ 要望基礎枠 (政府全体)2.3兆円
〇 政策コンテス トを実施 し、総理が配分を決定

¨
．．．．．．．．
．・・・
・・・・・・・・・・・
・
・
・・・・・・・・・・・′

○

○

○

‥
ω
Ｉ

※ 人件費の平年度
化等は加減算する

(+31億 円)

90%

23年度要求枠

リヒ1,655億円

※他所管との額の

調整2億円を含む。
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「少子高齢社会を克服する日本モデル」の構築に向けた第一歩

医療、介護、福祉、雇用、1年金等の各制度が相まって国民一人一人が安心して暮らせる

社会を目指し、平成23年度予算概算要求を『少子高齢社会を克服する日本モデルJの構築

に向けた第一歩と位置付ける。

すなわち、これまでの『消費型・保護型社会保障Jを転換し、広く国民全体の可能性を

引き出す参加型社会保障 (ボジテイブ・ ウェルフェア)の構築を目指し、下記の4つの目

的が達成できるよう、必要な施策を推進する6

・『いきいきと働く (労働に参加する)』

・ 『地域で暮らし続ける (地域に参加する)J
・『格差・貧目を少なくする (機会の平等を実現し。社会に参加する)』

口『質の高いサニビスを利用する (健康な暮らしに参加する)J

|■■く目的②>■■|

1地域で暮ら|し続ける
|(地1域|に

'参
加する>:

参加型社会保障
(ポジティブ 0ウェルフェア),

|:   <目的④>■■■■‐■‐
質の高いサービスを利用|する
(健康な暮らしに参加する)

|||■く軍

"C,111111
構差●資国:を,少なく,す|る

|(機会の1率箸を実1現し
=|

=三
社会に参加す|る)||||



概算要求の新たな施策の体系 (『少子高齢社会を売服する日本モデル』)

(※各事業等について、最も関連性の

高い「目的」に区分。)

く……Ч

１

一

‥

参 加 型 社 会 保 障 (ポジ テ ィ ブ ロウ ェル フ 土ア )の 確 立

格差が少なく、何歳になつても働きたい人が働くことができ、安心して
子どもが産め、地域で健康に長寿を迎えられる社会

○平和を祈念するための並 の特別対策 (総理特命事項 )



第5健 康で安全な生活の確保

働き盛り世代に対するがん予防対策を強化するなど、がん対策を総合的かつ計画的に推

進するともに、肝炎治療及び肝炎ウイルス検査を促進するなど肝炎対策を推進する。

また、難病などの各種疾病対策、移植対策及び生活習慣病対策を推進するとともに、新型

インフルエンザのワクチン接種体制の整備を含めた新型インフルエンザ等感染症対策や健康
危機管理対策の強化、医薬品口医療機器の安全対策の推進等を図る。

さらに、国民の健康被害防止を踏まえ、輸入食品の安全対策、残留農薬、食品汚染物質、

容器包装等の安全性の確保など食品安全対策を推進する。

1 がん対策の総合的かつ計画的な推進  541億円(316億円)

(1)働き盛り世代に対するがん予防対策の強化 304億円 (106億 円 )

女性特有のがん検診推進事業を引き続き実施するとともに、市町村が実施する子宮

頸がん予防ワクチン事業、大腸がん検診における検査キッ トの直接配布に対する支援

を新たに行 うことにより、働き盛 りの世代を中心に影響が大きぃ子宮頸がんや大腸が

ん等に対する予防対策を強化推進 し、がんによる死亡リスクの大幅な軽減を図る。

(2)がん診療連携拠点病院の機能強化 34億円(34億円)

がん医療の拠点となるがん診療連携拠点病院において、病理診断の専門医師が不足

している現状を踏まえ、専門病理医を育成するとともに病理診断業務の軽減を図るた

めの病理診断補助員の確保等を図る。

(3)がん総合相談体制の整備 9.4億円 (9.4億 円 )

都道府県に新たに地域統括相談支援センターを設置 し、患者・家族 らのがんに関す

る相談について、心理、医療や生活・介護など様々な分野に関する相談をワンス トッ

プで提供する体制を支援する。

(4)がんに関する研究の推進 85億円 (61億円 )

日本発のがんワクチン療法による革新的ながん治療開発を戦略的に行 うなど、がん

対策推進基本計画に掲げる目標の達成に資する研究等を着実に推進す るとともに、が

ん予防、診断、治療等に係る技術の向上等の研究成果を普及、活用する。
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「特別枠」の施策体系(「 少子高齢社会を克服する日本モデル」)

参加型社会保障 (ポジティブロウェルフェア)は、経済成長の足を引つ張るものでは

なく、経済成長の基盤を作る未来べの投資である。「元気な日本復活特別枠」において

は、参加型社会保障に基礎を置いた施策を進め、雇用の創出、就業率の向上、経済成長

といつた流れの好循環をもたらし、元気な日本を復活させる。

社会保障については、今後高齢者を中心に医療や介護分野において需要の確実な増大

が見込まれ、雇用の創出が期待されるとともに、国民相互が暮らしを支え合うセーフテ

ィネットとして、国民の「安心感」を醸成し、消費活動の下支えを通じて、不況期のス

タビライザー機能も果たしている。このためt社会保障制度は、個人消費を支え、需要

や雇用機会の創出と相まうて、経済社会の発展を支える重要なものである。

このため、「特別枠」においても、参加型社会保障の構築を目指し、下記の4つの目

的が達成できるよう、必要な施策を推進していく。

・『いきいきと働く (労働に参加する)』

・「地域で暮らし続ける (地域に参加する)J
・『格差・貧困を少なくする (機会の平等を実現し、社会に参加する)J
口『質の高いサービスを利用する (健康な暮らしに参加する)』

<″

“

ι>質の序ιlサーどスをヽ 黒 チる

=健
康な暮 らι/_~参加チるノ

～よりニーズに即した効果的で質の高い社会保障のサービスを提供する体制の整備ん

○子宮頸がん予防対策強化事業 150億 円

平成 21年 12月 に子官頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス (HPV)感染を予

防するワクチンが承認・販売されたことから、ワクチン接種の対象年齢、教育のあり方

などの情報を収集、分析し、10歳代にはワクチンを接種、20歳からはがん検診を受け

るという一貫性のある「子宮頸がん予防対策」を効果的、効率的に推進する方策を検討

するため、市町村が実施する事業等に要する費用の一部を新たに助成する (補助先 :市

町村、補助率 :定額 (1/3相 当))。
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○働く世代への大腸がん検診推進事業              55億 円

40歳から60歳 までの 5歳亥Jみの方に対して、市町村が大腸がん検査キットを直接送

付することにより、がん検診の重要性等を理解していただくとともに、自宅に居ながら

大腸がん検査を実施できる体制を構築するため、市町村が実施する大腸がん検診推進事

業に要する費用の一部を新たに助成する。 (補助先 :市町村、補助率 :1/2)

○健康長寿社会実現のためのライフロイノベーションプロジェクト    233億 円

新たな医療技術の研究開発・実用化促進、 ドラング・ラグ、デバイス・ラグの解消や

国民の安心・安全を確保するため、関係省庁と連携し、ライフ・イノベーション (注 )

による健康長寿社会を実現する事業を一体的・戦略的に実施する:

※ 関係省庁 :文部科学省、経済産業省

(注)研究開発推進、サービスの基盤強化など、医療・介護・健康分野において革新・

課題解決を目指す取組

① 難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業            95億 円

(※うち26億円は日本発のがんワクチン療法による革新的がん治療開発戦略事業を重複計上)

革新的な医療の実現に資するため、難病やがん、肝炎、精神疾患など、社会的影響が

大きい疾病の原因解明や診断法・治療法・予防法の開発、再生医療技術の臨床実現化の

ための研究等を推進する。

② 日本発のがんワクチン療法による革新的がん治療開発戦略事業     30億 円

がん患者が仕事とがん治療を両立できるような日常生活の質の向上のため、日本発の

がんワクチン療法の実用化に向けた大規模臨床開発研究を強力に推進する。

③ 世界に先駆けた革新的新薬 口医療機器創出のための臨床試験拠点の整備  51億 円

日本発の革新的な医薬品。医療機器を創出するため、世界に先駆けてヒトに初めて新

規薬物・機器を投与・使用する臨床試験等の実施拠,点 となる医療機関の人材確保、診断

機器等の整備、運営に必要な経費について財政支援を行 う (5か所整備予定)。
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④先端医療技術等の開発・研究推進事業 (国立高度専門医療研究センター) 70億 円

(※うち4億円は、日本発のがんワクチン療法による革新的がん治療開発戦略事業を重複計上)

独立行政法人国立高度専門医療研究ヤンターの豊富な症例数、専門性 などの特性を活

か し、 日本発の革新的な医薬品、医療技術の開発 に資す るため(研究の基礎 となるバイ

オ リソース (注)を蓄積 し、医薬品、医療機器等の開
‐
発を行 うとともに、研究成果の迅

速な実用化を図るための知的財産管理の体制整備を行 う。

(注)バイオ リソースとは、研究開発のための材料 として用いられる血液、組織、細胞、

DMと いった生体試料、さらにはそれ らか ら生み出された情報等のこと。

⑤日本発シーズの実用化に向けた医薬品 口医療機器薬事戦略相談推進事業  4.6億 円

日本発シーズ (医薬品・医療機器の候補となる物質等)の実用化のため、産学官下体

となった取組を進め、大学・ベンチャー等における医薬品 。医療機器候補選定の最終段

階から治験に至るまでに必要な試験 。治験計画策定等に関する薬事戦略相談を実施する。

⑥医療情報データベース基盤整備事業 11億 円

医薬品等の安全対策を推進するため、全国の大学病院等 5か所においてく電子カルテ

等のデータを活用 した医療情報データベースを構築 し、1,000万人規模のデータ収集を

行 う。

⑦福祉用具 口介護ロボット実用化支援事業                1.7億 円

福祉用具や介護ロボット等の実用化を支援するため、試作段階にある当該機器等に対

する臨床的評価及び介護保険施設等におけるモニター調査の機会を提供する。
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國 上 」

健康局総務課

がん対策推進室予算 PR版
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１

２

※

※

がん対策の推進について
平成23年度概算要求・要望額 541億円 (22年度当初予算額 316億円)

「元気な日本復活特別枠」で要望

当該事業については、独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金において実施
うち、4億円は日本発のがんワクチン療法による革新的がん治療開発戦略事業と重複計上

基本的な考え方

○ 平成 19年 4月 に施行された「がん対策基本法」及び同年6月 に策定された「がん対策推進基本計画」の個別目標の進
捗状況を、質・量の両面から把握・評価しつつ、総合的かつ計画的に対策を推進する。

1放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成 36億円(43億 円)

(1)

(2)

(3)

がん専門医等がん医療専門スタッフの育成
・がん医療に携わる医療従事者の計画的育成

がん診療連携拠点病院の機能強化

国際共同治験及び新薬の早期承認等の推進
・未承認・適応外医薬品解消検討事業費

1 1億円 (

08億 円 (

34.3億 円 (

O_8億円 (

064意円 (

76億 円 )

2_0億円 )

34_3億 円 )

0_9億円 )

06億 円 )

2治療の初期段階からの緩和ケアの実施 4億円(6億円)

(1)緩和ケアの質の向上及び医療用麻薬の適正使用の推進           3_6億 円( 5‐ 2億円)

・インターネットを活用した専門医の育成
・がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修
・都道府県がん対策推進事業 (緩和ケア研修部分)

・医療用麻薬適正使用の推進
(2)在 宅緩和ケア対策の推進                        02億 円( 110億円)

・訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師の相互研修

3がん登録の推進 ※1 ―億円 (一億円)

・院内がん登録の推進
・がん登録の実施に関する調査・精度管理、指導の実施
・地域がん登録の促進

4 がん予防・早期発見の推進とがん医療水準均てん化の促進

(1)がん予防・早期発見の推進

糊 bミ

卿 慕曇莫量4膵業〇
務②が

電Wi穐贅]で翫■Mb
糊 繁糖易g製縣菫襲羹
轟)攣

閲朧亀禦観鷺間彎麓ツ隣 策定事業
り

が
15な 慾 爾 辣 業 御 ケア研修を除0

314億円 (118億円)

303_6億円,(106.1億 円 )

168_2億 円( 221億円)

1496億円(  一億円 )

1354億円( 840億円 )

550億 円(  ―億円 )

729億 円( 75.7億 円 )

0_6億円(   二億円)

1_5億円(  ―億円)

05億 円(  ―億円)

91億 円( 11_4億円 )

82億 円(  6_8億円)

85億円 (61億 円)5.がんに関する研究の推進

○ がんによる死亡者の減少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上を実現す
るためのがん対策に資する研究を着実に推進する。

新規  ・雷繁僕碗爾傷 撃蝙 革新的がん治療開発戦略事業〇

480億 円( 581億 円 )

300億 円(   ―億円)

102億円 (88億 円)6独立行政法人国立がん研究セジター

○ がん医療に関する研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修等を行うことによりtがんに関する高度かつ専門的な
医療の向上を図る。

1独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金

          1理 子
ッ́可心鴇ど5‐ ,億熙〕(うち、元気な日本復活特別
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平成 23年度がん対策予算概算要求について

平成22年度予算額    平成23年度概算要求・要望額
54, 095百 万円31, 604百 万円 →｀

           【26,744百 万円】
、「元気な日本復活特別枠」の要望額【 】書きは

平成 19年 6月 に閣議決定されたがん対策推進基本計画を踏まえ、放射線療法・化学療法の

推進、専門医等の育成、がん予防 口早期発見の推進など、がん対策を総合的かつ計画的に推進
し、がん対策の一層の充実を図る。

放射線療法及び化学療法の推進並びにこれ らを専門的に行う医師等の養成

G)日 が
集肇炉爵源警畠璽評繁茉電t電素る現状を踏まえ「ふ房医暴源税1'と ぶ:呆可ざ暴

連携拠点病院において、専門病理医を育成するとともに病理診断業務の軽減を図るた
めの病理診断補助員の確保等を図るために要する費用を新たに助成する。

(補 助 先):都道府県、独立行政法人等

(補 助 率):1/2、 10/10
※予算単価 :都道府県がん診療連携拠点病院 @20,o00千円 → @26,000千 円

地域がん診療連携拠点病院   @14,000千 円 → @14,000千 円

がん予防 日早期発見の推進 とがん医療水準均てん化の促進

C)・ 子宮頸がん予防対策強化事業 (特別枠で要望 ) 14, 960百 万円

【14,960百 万円】

平成 21年 12月 に子宮頸がんの原因であるヒトパ ピローマウイルス (HPV)感
染を予防するワクチンが承認・販売 されたことから、ワクチン接種の対象年齢、教育
のあり方などの情報を収集、分析 し、 10歳代にはワクチンを接種ヾ 20歳からはが

ん検診を受けるとい う一貫性のある 「子宮頸がん予防対策」を効果的、効率的に推進

する方策を検討するため、市町村が実施する事業等に要する費用の一部を新たに助成

する。

(補 助 先):市町村

(補 助 率):定額 (1/3相 当)

⊂)・ 働 く世代への大傷がん検診推進事業 (特別枠で要望 ) 5, 505百 万 円

【5,505百 万円】
40歳から60歳までの 5歳刻みの方に対して、市町村が大腸がん検査キットを直

接自宅に送付することにより、がん検診の重要性等を理解していただくとともに(自
宅に居ながら大腸がん検査を実施できる体制を構築するため、市町村が実施する大腸
がん検診推進事業に要する費用の一部を新たに助成する。

(補 助 先):市町村
(補 助 率):1/2
(対象年齢):大腸がん  40歳、45歳く50歳、55歳、60歳
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・女性特有のがん検診推進事業 7, 574百 万円 → 7,294百 万円

従来、地方交付税措置 されているがん検診事業に加 え、受診勧奨事業方策の一つ と
して、一定の年齢に達 した女性に対 し、女性特有のがんである子宮頸がん及び乳がん

検診の無料クーポン券 と検診手等を配布 し、検診受診率の向上を図るため、市区町村
が実施する事業に要する費用の一部を助成する。

(補 助 先):市田]^村

(補 助 率):1/2
(対象年齢 )

※対象者数

子宮頸がん 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳

平Lが ん   40歳、45歳 、50歳、55歳、60歳

の自然減

策推進事業 940百 万円 → 940百 万円

たに地域統括相談支援センターを設置 し、患者・家族 らのがんに関する

心理、医療や生活・介護など様々な分野に関する相談をワンス トップで

支援するための事業を新たに補助メニューとして追カロする。

都道府県
1/2
ピアサポーターなど様々な分野に関する相談に対応するための相談員
の確保及びその研修、相談内容の分析、がん患者サロンの整備等

α)・ 都道府県がん対
都道府県に新

相談について、

提供する体制を

(補 助 先 )

(補 助 率 )

(対象事業 )

0)・ がん検診受診率分析委託事業 65百万円

がん対策推進基本計画に掲げられた、がん検診受診率を平成 23年度末までに50%
以上とする数値 目標の達成状況を把握するとともに、受診率向上など、今後の課題等を

把握・検討するための事業を実施するも
|(委

託 先):民間

0)・ がん総合相談に携わる者に対する研修プログラム策定事業費 49百 万円

がん患者又はその家族の方が行 うピアサポーターなど、がんに関する相談員 となる方

に対 し、がんに関する様々な分野に対する相談事業に必要なスキルを身につけるための

研修プログラムの策定を行 う。

(委 託 先):財団法人 日本対がん協会

がんに関する研究の推進

0)・ 日本発のがんワクチン療法による革新的            3,000百 万円

がん治療開発戦略事業 (特別枠で要望)           【3, 000百 万円】
がん患者が仕事 とがん治療を両立できるような日常生活の質の向上のため、 日本発の

がんワクチン療法の実用化に向けた大規模臨床開発研究を強力に推進する。

独立行政法人国立がん研究セ ンター

・独立行政法人国立がん研究セ ンター運営費交付金 (一部特別枠で要望 )

8, 803百 万円 → 10, 200百 万円

【2, 780百万円】
がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれ

らの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を実施する。
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平成23年度 元気な日本復活特別枠

要望の主要事項 (抜粋 )

○子宮頸がん予防対策強化事業     150億 円

:平
成21年 12月 に子宮頸がんの原因であるヒトパピロニマウイ

ルス(HPV)感染を予防するワクチンが承認・販売されたことか

ら、ワクチン接種の対象年齢、教育のあり方などの情報を収集、

分析し、10歳代にはワクチンを接種、20歳からはがん検診を

受けるという二貫性のある「子宮頸がん予防対策」を効果的、
効率的に推進する方策を検討するため、市町村が実施する

事業等に要する費用の一部を新たに助成する。

(補助先 :市町村、補助率 :定額 (1/3相 当))



子宮頸がん予防対策について

○子宮頸がん予防対策としてワクチ

に関する普及啓発と、がん検診

女性特有のがん検診推進事業
無料クーポン券配布による受診勧奨

―

一
輌
―

接

勧
ン
診

種 を 施するにあたっては、子宮頸がんの原因や予防 |
奨 と セットで行うことが重要 ___ノ ノ

データ

提供

実

の

額

助

定
補

がんに関する正しい知識
口検診の重要性等

■ワクテン|の1有
1用‐性1豪1辱1応‐等

子宮頸がん予防ワクチンについて、がん検診と

セットで効果的、効率的に実施されるよう、ワク

チン接種の対象年齢、教育のあり方などの情報を

収集、分析するため、市町村が実施する事業等に

要する費用の一部を支援 (健康被害救済に係る保質の高いサービスの
推進

がん検診 ワクチンによる予防

(目 的)早期発見口治療
☆5年生存率 71.5%

[ただし、検診受診率 21.3%(H19)]

HPVの型の分布には地域差があり
=向

ウク
「 (1/3
:相 当 )

2009年～



子宮頸がん予防ワクチンに係る要望概要 (積算)

―
二
０
１

目的
(事業内容)

子宮頸がん予防ワクチンについて、がん検診とセットで効果的、効率的に実
施されるよう、ワクチン接種の対象年齢、教育のあり方などの情報を収集、
分析するため、市町村が実施する事業等に要する費用の二部を支援

実施主体 市町村

対象者 市⌒

施 は

中学1年生～高校 1年生

対象人数 2,348千人

接種率 45%
単価 15,782円 ((12,OOO円 十手技料3,030円 )× 1.05)
接種回数 2.6回

国費負担額 約150億円 (事業費 :450億円)

健康被害救済 予防接種事故賠償補償保険料を補助 (○ .8億 円(150億円の二吝D)
補助率 定額 (1/3相当)

備考
予防接種部会において、予防接種法に位置付けるかどうかについての議論を
行つているところ



働く世代への大腸がん検診推進事業 政策との関連

○「元気な日本復活特別枠」
マニフェスト施策、国民生活の安定・安全

市区町村が大腸がん検査キットを一定の年齢の者に直接送付することにより、がん検診の重要性を理解してい

ただくとともに、自宅に居ながらがん検診を受診可能とする体制を構築し、ニーズに即した効果で質の高い社会保

障サービスが利用できるために必要な経費

―
一
劇
―

L日

○大腸がんは、罹患数(男性:57,078人、女性:40,977

人)、 死亡者数 (男性:23,592人 、女性 :19,762人 )と我
が国に多いがんであり、特に働き盛りの40歳代後半
から罹患者数、死亡者数ともに増加している。

○大腸がんの治癒率は7割、早期であれば100%近く

完治するが、無症状の早期に発見することが必要不
可欠であり、がん検診が重要。

○しかしながら、「面倒」、「時間がない」、「受診場所ま
で遠い」といつた理由などにより、受診されない状況。

事業内容 (イメージ)

⑥補助申請・請求

②検査キット回収 査キット送付

がん検診を受診する場合、市区町村又は市区町

村の契約する医療機関に赴く必要があるが、「面

倒」、「時間がない」、「遠い」といった理由により、
受診されない。

〇検診対象者の調査、検査機関との調整
○大腸がん検査キットを個人宅へ配布・回収
○検査依頼・費用の支払
○検査結果の通知

○自宅において、大腸がん検査を実施
○検診対象者

40歳 、45歳 、50歳 、55歳 、60歳
男性 :約 421万人

女性 :約 4¬ 9万人

○大腸がん検査キットによる検査
○市区町村に費用請求

○大腸がん検査キットを対象者に直接送付することに

より、自宅に居ながら検査が可能。

○がん検診の受診率が向上し、早期発見日早期治療が

図られる。

○早期治療による治癒、早期の職場復帰が可能。

○多くの働き盛りの方に対する大腸がんによる死亡リ
スクの軽減が図られる。

○事業の対象である節目年齢の方については、大腸
がん検診受診率50%の達成が期待できる。
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がん領域の病理診断における均てん化と病理医の育成・研修促進対策 (案 )

がん治療には的確な病理診断が必須であり、基本的には病理診断を基に、あらゆる治療 (手術、化学療法、放射線療法等)が行われている。また、現

在実施されている様々な先進的がん研究の大きな基盤の一つが病理学であり、今後も重要な役割を担うものである。しかしその一方で、明らかな病理

医不足が指摘されており、日本のがん医療が抱える大きな問題として、今後、対策を講じる必要がある。

研修医学生 (一般 )

◇病理職を知らない◇試験問題が

◇授業がつまらない 少ない
◇関心の低下
◇初期研修に病理教育がない

◇病理医数が少ない  ◇地域偏在  ◇待遇が悪い   ◇行き場がない

◇厳しい職場環境   ◇専門性の高い病理医が少ない  ◇まだまだ現役

◇一人勤務医による精度管理上の問題

Ω痙理事属Ω業資補動Fあなん技師ゆき全4暴〕

病理医の人員確保・専門研修・診断体制の整備
―
贔
Ｏ
Ｉ

○がん診療に関わる若手医師を対象として、日常診

療に必要な標準的病理診断の知識や技術を身につけ

るために、臨床実地研修等の実施

Π

＝

↓
病理医の啓発・教育

○病理職やその重要性に関する一般への啓発
口・ドラマ(例 )法医学等への露出

ル

○魅力ある講義口実習の実施

○病理学に関する国試出題数の増加

○各2次医療圏における病理医や病理診断補助員等の現状調査
・口病理専門医数及び一般病理医数、病理診断補助員数等

○専門性の高い病理医の育成・研修
…一般病理医に対する専門性の高い (サブスペシャリティ)病理

医の育成(e_learning等を用いた研修の実施等 )

○病理専門医の包括的支援体制の整備

…各2次医療圏における病理専門医の複数名配置による質の高
い病理診断体制の拡充

○より質の高い病理診断のサポート体制の整備
…病理診断補助員 (臨床検査技師等)の増員や専従化等

○退職病理医等の雇用環境の整備

○病理医の院内外における連携体制の整備
… キヤンサーボードヘの参加や定期的な合同病理診断カンファ

レンスの実施
・口地域医療機関 (病院、診療所等)で実施した病理診断に対して、

病理専門外来等を設置し、コンサルテーションを実施



がん診療連携拠点病院における病理医の業務状況等

○がん診療連携拠点病院数 :377病院
<日 本病理学会認定施設>

・都道府県がん診療連携拠点病院  49/51病 院
・地域がん診療連携拠点病院   220/326病 院

○学会認定病理医数 (常勤):793名 (平均2.1名 /1拠点病院 )

・最大12名
・最小 0名 (非常勤で代用 )

○病理医1名 当たりの新規患者数Ｉ
Ｎ
Ｏ
ｉ 平均

最大

最小

1,724名 /年

5,729名 /年

359名 /年

1日 平均 6.6名

丁日平均22.0名

1日 平均 1.4名
※ 新規がん患者については、術前診断 (手術がある場合は術中・術後)で病理
診断が必要。

新規患者以外にも、検診者や再発患者のために病理診断を行うことがある。

01回 当たりの病理診断手順



平成22年度がん対策関係予算の執行状況について

(単位 :千 円)

Ｉ
Ｎ
ニ
ー

(参考)平成21年度女性特有のがん検診推進事業の執行実績について

21′ 611′ 143     23′ 256′ 776     20′ 824′087     14′ 379′ 199 3′ 762′ 286 1′ 183′414

※ 「精算予定額」欄及び「返還予定額」欄は、交付決定額20′ 824′ 087千 円のうち、現時点で実績報告書が提出されて
いる18′ 537′ 843千 円の内容。
なお、現在、実績報告書審査中のため、精算予定額等の計数に変動があり得る。

囲
1 がん診療施設情報ネウトワーク事業

2 がん診療連携拠点病院機能強化事業

3 都道府県がん対策重点推進事業

4 マンモグラフイ検診従事者研修事業

5 がん専門医臨床研修モデル事業

6 がん医療の地域連携強化事業

7 女性特有のがん検診推進事業

75′ 034

3′ 431′000

940′000

45′000

404′085

278′ 123

7′ 573′616

32′ 995

3′ 769′ 128

335′321

18′850

379′ 705

88′ 822

10′ 633′478

32′995

3′ 487′ 616

335′321

18′ 850

379′ 705

88′ 822

8′ 066′415

42′ 039

A56′ 616

604′ 679

26′ 150

24′ 380

189′ 301

△ 492′ 799



(参考)平成22年度女性特有のがん検診推進事業【未実施一覧】

北海道

青森県

福島県

群馬県

千葉県

東京都

長野県

静岡県

奈良県

鳥取県

広島県

山口県

徳島県

高知県

熊本県

鹿児島県

【平成22年度未実施の主な理由】
・以前より女性のがん検診の自己負担金を無料で実施しているため。
口補助率が1/2になつたことにより、通常の業務に追加される検診手帳やクーポン券の印刷経費や労力に見合う事業となつていないため。
・5年間継続ではなく、二部の年齢のみ無料となることに不公平感がある。
口隔年実施が定着してきたところであり、本事業の実施により受診者の混乱が′い配される。
口昨年度の実施状況から推測して、実施しなくても受診者数にあまり変化がないと見込まれ、事務費等の費用対効果から実施しない。
日検診受診や結果にも自己責任を持つ意味で、定額で一部自己負担をしてもらう方針で実施している。一定年齢のみ無料は不公平。
日平成22年度は保健師不在のため(マンパワー不足)実施を見送つた。

H21未実施数 未実施市区町村

Ｉ
Ｎ
Ｎ
Ｉ

奥尻町、釧路町

蓮田村、鶴田町、野辺地町、東通村

矢祭町、樽葉町

上野村、片品村

神崎町

利島村、八丈町、青ヶ島村、御蔵島村

茅野市、原村、小諸市

牧之原市、南伊豆町、小山町、吉田町、松崎町

天川村、野迫川村

日野町

呉市

和木町

三好市、佐那河内村

梼原町、東洋町、佐川町

与論町、垂水市

0

0

1

2

3

3

4

5

2

1

0

¬

0

1

1

4

矢祭町

上野村、片品村

神崎町、旭市、芝山町

利尻村、八丈町、青ヶ島村

茅野市、原村、川上村、下諏訪町

牧之原市、南伊豆町、小山町、吉田町、御殿場市

天川村、野迫川村

日野町

和木町

梼原町

美里町

与論町、喜界町、和泊町、知名町



都道府県

子宮頸がん(2025303540歳 対象) 野t力 ス`″(4045505560膚モ
'寸

5良 ) 交付決定
市町村等数

(実績報告済/総数 )対象者数
クーポン券
配布枚数

利用者数 利用率 対象者数
クーボン券
配布枚数

利用者数 利用率

北  海  道 172,031 171 175 207,32[ 206,168 57,211 276, /

青 森  県 39,49( 39,518 9,247 52,68〔 52,654 14.069 267 40   /    40

岩  手  県 36,89〔 262, 47,421 45,958 16,411 35 /  35

官 城  県 75,94( 74,223 19,822 81,421 78,269 24519 35 /  35

秋  田 県 28,27( 28,21C 6,777 240q 40,10( 39,538 10.430 25   /    25

山  形  県 31.821 31,821 40,05( 39,991 12,390 35    /    35

福  島 県 58,734 58,151 12,90C 70.32, 69,333 18,274 260, 58   /    58

茨  城  県 93,73( 93,51C 103,53( 102,832 25,529 44   /    44

栃 木  県 63,328 63,325 11,898 71081 71,08[ 17,387 30   /    30

群  馬  県 63.27( 62,17C 2,21 69,55( 69,552 15776 227, 34   /    34

埼  玉  県 245,263 245,437 49,231 251.06〔 61,092 70   /    70

千 葉  県 209,188 202,68C 213,59` 209,290 51.685 53   /    53

東 京  都 497,223 482.602 97.575 440,66[ 428,358 100,231 59   /    59

伸 奈 川 県 180,117 179,89[ 176,41 177,577 34,84( 1979 /

訴 潟  県 68,684 68,614 15、 851 82,241 82,149 21,923 2679 31 /  31

富  山  県 32,928 6,623 38,79` 38,151 9,315 15 / 15

百 り|| 県 36,764 36785 7,779 212, 41,84〔 41,85( 10,075 /

冨 井  県 24,804 24,681 4,377 1769 29,001 28,801 6.453 2239 17 /  17

山 梨  県 26,446 26.44C 6,358 30,29` 30,289 28    /    28

受 野  県 61,533 61,12( 13,624 221, 67,84' 67,252 18,13( 76   /    76

皮 阜  県 67.657 67,105 15,527 229, 75,24( 74,362 21,15( /

i争  岡  県 113,290 113381 24.945 127,43` 127,569 30,32( 32   /    32

愛 知  県 255,336 255,945 61,86[ 252,23〔 252,013 60    /    60

二  重  県 59,326 55,513 13,892 234, 66,501 62,176 18,27( 2759 29    /    29

滋  賀  県 47,142 12,167 48,55( 12,571 26   /    26

京 都  府 87370 87267 13.66( 156, 92,12( 91,791 17,433 26   /    26

大  阪  府 308,793 309,922 68,18( 22 1 314,801 315,008 61,781 /

熙  庫  県 190002 190.051 41,594 205,02( 205,05C 47,47〔 41   /    41

祭 良 岬 211 52,601 52,447 12.56〔 37 /  37

「口歌 山 県 7,657 250' 37,58C 37,52C 30    /    30

鳥  取  県 17,147 17,151 20.628 20.61〔 /

烏 根  県 19,337 19,40〔 24,275 6,15C 21 /

司 山  県 61,18( 60,811 11,68〔 66585 66.121 16.091 27   /    27

広  島 県 92,331 92,27( 21,95( 99,773 99,57( 23,619 237朝 23   /    23

山  口  県 41,73( 41,727 8,36〔 2009 51,375 51,35〔 11,377 221 /

徳  島  県 23731 23,74' 6,35( 2689 29,073 24   /    24

香  川  県 30,54〔 30,561 6,731 2209 36,041 3608( 17 /  17

愛 媛  県 42,93( 42.67〔 2299 52,502 52,397 15,04ζ 287' 20   /    20

高  知  県 21,581 21,38〔 27,163 26,94乏 29   /    29

福  岡  県 170,80〔 170,607 37,13[ 21 79 182,312 181,69[ 39,321 66   /    66

佐 賀  県 2554( 25,57: 25 99 30,444 30,441 2649 20   /    20

長  崎  県 41,78( 41,85〔 10,83〔 52,85〔 13,70[ 23   /    23

熊  本  県 54,09( 53,62( 13,04( 64,706 63.19〔 18,618 2881 46   /    46

大  分  県 35,611 35,554 43,52つ 11,74C /

宮  崎  県 33,08〔 33,02〔 6,551 1989 41,809 41,641 28    /    28

記 児 島 県 49,124 48,79〔 60,142 59 13[ 13,94g 232) /

沖  縄  県 47.487 47、 217 46,421 46,28〔 9,193 /

合計 4,060,18 4,027,7] 87954C 4,357,223 4.321.32〔 1.047.97 /

配布(利 用)率 才 才 才 9929 241%

―

平成21年度女性特有のがん検診推進事業の実施状況

(対象者に対する無料クーポン配布率・利用率)          平成22年10月 6日現在
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女性特有のがん検診推進事業の実施状況
【子宮頸がん検診】

1,785市 区町村

               .1自 治体として報告した箇所があ

全 自治体 数

                  ※1市町村合併後
肩となっていない

実施 自治体 数 (※ 1)  1,755市 区町村
るため1,763市 区町|

※2未実施及び未報告自治体30市区町村未実 施等 (※ 2)

1対象者数日配布枚数
               (平 均   2,313人 /自 治体 )4,060,181 ノ`対象者数

                (平 均   2,295枚 /自 治体 )4,027,713枚総配布枚数

1′ 500′000

1′ 000′ 000

500,000

0

25歳 30備晏            35清 読
国総対象者数 □総配布枚数

自治体数
０

０

０

０

０

０

０

０

５

０

５

０

５

０

５

３

３

２

２

１

１

1枚～  51枚～ 101枚～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ 1001枚～ 2001枚～4001枚 ～ 8001枚 γ

2.利用枚数                ・

総利用枚数     879,540枚      (平 均   490枚 /自 治体 )

300,000

200′000

100′ 000

0

自治体数

500

400

300

200

100

1枚～  51枚 ～ lol枚～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ 1001枚～ 2001枚 ～ 4001枚 ～ 8001枚 鴬
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20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 総 計

最 大 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100_0% 1000%
王R7ノ ]ヽ 0.0% 0.0% 00% 0.0% 0.0% 0.0%

平 均 8.6% 17.7% 238% 26.8% 29.4% 22.0%

和l用 率が50%を超え
た自治体数

7自 治体 20自 治体 27自治体 35自 治体 79自 治体 9自 治体

0.4% 1.1% 15% 2.0% 4.5% 0.5%

3 利用率
①対象者に対する利用率

②配布枚数に対する利用率

(最大値が100%を超えているのは、クーポン未配布者に対しても検診を実施した等の事例があるため )

年齢階級別―利用率別、自治体数割合

総計

40歳

35備読

30歳

25歳

20歳

0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%   100%
回0%～ □10%～ 囲20%～ □30%～ 国40%～ □50%～ ■60%～ □70%～ ■80%～ □90%～ □100%～

20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 総 計

最 大 120_0% 262.5% 470.0% 2524% 400.0% 5500%
目取 0.0% 0.0% 00% 0.0% 0.0% 00%
平 均 8.9071 18.0% 243% 27.3% 30.3% 230%
利用率が50%を超え
た自治体数

13自 治体 26目 発〕{本 40自 治体 50自 治体 98自 治体 21自 治体

0.7% 1.5% 2.3% 2.8% 5.6% 1.2%

年齢階級別一利用率別、自治体数割合

総計

40清発

35清証

30清裁

25歳

20歳

0°/。     10%    20%    30%    40%
口0%～ □10%～ 目20%～ □30%～ ■40%～

50%    60%    70%    80%    90%   100%
□50%～  ■60%～ □70%～ 1180%～  □90%～ □100%～
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全自治体数
実施自治体数 (※ 1)

未実施等(※ 2)

対象者数・配布枚数
対象者数
総配布枚数

女性特有のがん検診推進事業の実施状況
【乳がん検診】

1,785市 区町村

1,752市 区町村

33市区町村

※1市町村合併後、1自 治体として報告した箇所があ
るため1,763市 区町村となっていない

※2未実施及び未報告 自治体

2,487人 /自 治体 )

2,467枚 /自 治体 )

(平 均 598枚/自 治体 )

4,357,223 人

4,321,328枚
(平均

(平均

2. 利用枚数
総利用枚数

300′ 000

200′000

100′ 000

0

1,047,974枚

1′ 500′000

1′ 000′000

500′000

0

45歳       50歳
回総対象者数 回総配布枚数

55方缶

1枚～  51枚～ 101枚 ～ 201枚～ 401枚 ～ 801枚～ lool枚～ 2001枚～ 4001枚～ 8001枚

治体数
350

300

250

200

150

100

50

0

1枚～  51枚～ 101枚～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ 1001枚～ 2001枚～ 4001枚γ 8001枚～ 配布 数
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3_ 利用率
①対象者に対する利用率

②配布枚数に対する利用率

総計

60滝菱

55備読

50歳

45歳

40歳

(最大値が100%を超えているのは、クーポン未配布者に対しても検診を実施した等の事例があるため)

40%    50%    60%    70%    80%    90%    100%
■40%～ 口50%～ 日60%～ □70%～ ■80%～ □90%～ □100%～

40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 総 計

最 大 100.0% 1000% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

一夏 00% 0.0% 00% 0.0ツ 0.0% 0.0%

平 均 305% 27.8% 26.7% 28.0% 30.5% 28.8%

利用率が50%を超え
た自治体数

96自 治体 58自 治体 39自治体 48自 治体 82自 治体 30自 治体

5.5% 3.3% 2.2% 2.7% 4.7% 1.7%

年齢階級別一利用率別、自治体数割合

総計

60歳

55歳

50歳

45歳

40歳

0%     10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100%
回0%～ □10%～ □20%～ □30%～ 国40%～ □50%～ 日60%～ □70%～ 目80%～ □90%～ □100%～

40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 総 計

最 大 250.0% 170.0% 162.5% 400.0% 208_00/1 168.7ツ

一阪 00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0_0ツ

平 均 31.6% 28.6% 27.4% 29.4% 31.5% 29_9%

利用率が50%を超え
た自治体数

119自 治体 80自 治体 60自治体 74自 治体 110自 治体 57自治体

6.8% 4.6% 3.4% 4.2% 6.3% 3.3%

年齢階級別一利用率別、自治体数割合

0%     10%
□0%～ □ 10%～
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女性特有のがん検診推進事業の実施状況
【子宮頸がん検診】

市・区     802自 治体
町村      983自 治体

【全体】

1.対象者
市・区
町・村

3,689,028人
371,153人

均

均

平

平

4,634人 )

387人 )

1,000′ 000

800′ 000

600,000

400′ 000

200′000

0

30歳
国市区 □町村

2

200

150

100

50

0

101枚～ 201枚～ 401枚 ～ 801枚～ lo01枚ん 2001枚～ 4001枚～ 8001枚～

国市区 日町村
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2.配布枚数
市・区
町・村

3.利用枚数

市・区
町・村

3,661,962枚
365,751枚

794,818枚
84,722枚

均
均

平
平

4,600枚 /自 治体 )

381枚/自 治体 )

443枚 /自 治体 )

47枚 /自 治体 )

(平均

(平均

1′ 000,000

890′ 000

600′ 000

400,000

200,000

0

30歳
国市区 □町村

250

200

150

100

50

0

1枚～ 51枚～ 101枚 ～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ lool枚～ 2001枚～ 4001枚 ～ 8001枚 ～

国市区 □町村                  配布枚数

250′000

200′000

150,000

100,000

50,000

0

25歳        30歳
国市区 □町村

1枚～ 51枚 ん 101枚～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ 1001枚～ 2001枚～ 4001枚 ～ 8001枚 ～

利用枚国市区 □町村
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4.利用率
①対象者に対する利

20 25歳 30歳 35歳 40歳 織言十

最 大
市 区 55.4% 43.3% 46.7% 52.9% 91.9% 41.5%

町 100.0% 100.0% 100.0% 1000% 100.0% 100.0%

最 小
市 区 0.0% 2.6% 3.3% 6.4% 57% 5.0%

町 00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

平均
市 区 3.9% 80% 10.6% 118% 12.5% 9.7%

町 4.7% 9.7% 13.2% 15.0% 16.9% 12.3%

利用率が
50%を超
えた自治
体数

市 区
1自 治体 0自 治体 0自 治体 1目 治 体 3自 治体 0日 治 体

0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0%

町村
6自 治体 20自 治体 27自 治体 34自 治体 76自 治体 9自 治体

016% 2.1% 2.8% 3.5% ｎ
υ

「
′ 0.9%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

黒 罫 罫
:罫

象 罫 罫 轟 鼻 轟 箋 露
ヨ ヨ ヨ 裏 吾 票 吾 塁 吾 ヨ ]」

□o%～ 口 10%～ ■ 20%～ □ 30%～ 国40%～ □50%～ ■ 60%～ □70%～ ■ 80%～ □90%～ □ 100%～

削

一
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②配布枚数に対する利用率
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20, 25" 30, 35, 40歳 総 計

最 大
市 区 55.4% 47.2% 719% 115_3% 120.3% 65.2%

町村 120.0% 262.5% 470.0% 252.4% 400.0% 550.0%

最 小
市区 00% 26% 3.3% 6.4% 5.7% 5.0%

町 00% 0.0% 0.0% 0_0% 0.0% 0.0%

平 均
市 区 40% 8.1% 10.7% 12.0% 12.7% 9.8%

田丁本寸 50% 10.0% 13.6% 15.3% 17.6% 13.2%

利用率が
50%を超
えた自治

体数

市 区
1自 治体 0自 治体 2自 治体 5自 治体 8目 治 体 2目 χ〕1本

01% 0.0% 0.3% 0.6% 1.0% 0.3%

４
■

＋
↑町

12自 治体 26自 治体 38自 治体 45自治体 90自 治体 19自 治体

13% 2.7% 40% 4.7% 9.4% 2.0%

■

■

一
―
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女性特有のがん検診推進事業の実施状況
【乳がん検診】

【全体】     市・区     802自治体
町村      983自 治体

1_対象者
市・区   3,899,090人
町・村    458,133人

(平 均  4,905人 )

(平均   479人 )

1′ 500,000

1′000,000

500,000

0

45歳       50歳
国市区 □町村

698,970 618,048 723'tO1

1枚～  51枚～ 101枚～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ 1001枚～ 2001枚～4001枚 ～ 8001枚 ～

国市区 □町村
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2. 配布枚数
市・区
町・村

利用枚数

市・区
町・村

3,871,464枚
449,864枚

el2,301 tf
135,673 tl

1枚～  51枚～ lol枚 ～ 201枚～ 401枚～ 801枚～

国市区 □町村

1001枚～ 2001枚～ 4001枚 ～ 8001枚 ～

配布枚

(平均

(平 均

(平 均

(平均

4,870枚 /自治体)

470枚 /自 治体 )

1,148枚/自 治体)

142枚 /自 治体)

3

1,500′ 000

1′ 000,000

500′000

0

田市区 □町村

'; 692,s9s 674,r!7 117,s94

250′ 000

200,000

150′ 000

100,000

50,000

0

45歳       50歳
国市区 □町村

1枚～  51枚～ lol枚～ 201枚～ 401枚～ 801枚～ 1001枚～ 2001枚～ 4001枚 ～ 8001枚～

国市区 □町村                  利用枚
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4利 用率
①対象者に対する利

40 45歳 501 55 60 総計

最 大
市 区 51.8% 48.4% 48.1% 48.7% 62.3% 51.9%

町 1000% 100.0% 100.0% 78_6% 800% 76.9%

最 小
市 区 00% 0.0% 10% 5_0% 42% 42%
町 0.0% 0.0% 0.0% 00% 0.0% 0_0%

平 均
市 区 27.4% 262% 24_4% 265% 27.8% 26_6%

町 31.8% 293% 28.1% 28.7% 32.6% 30.3%

利用率が

50%を超
えた自治

体数

市 区
1自 治体 0自 治体 0自 治体 0自 治体 8自 治体 1自 治体

0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.1%

町本寸
44自 治体 31自 治体 21自 治体 15自 治体 26自治体 14自 治体

4_6% 3.2% 2.2% 1.6% 2.7% 1.5%

■

■

100%

80%

90%

70%

60%

50%

40%

10%

30%

20%

お
翠

ヨ
茸

□100%～

が
響
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図
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ロ

Ｏ
ｏ
謝
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％

ｏ
Ｏ
謝
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図

）
”．％

ｏ
ｏ
謝
⌒ヨ
４
）□”％

ｏｏ謝（「一図｝珈”

ｏｏ評
⌒ヨ
葺
）螺□

ｏ
ｏ
ｍ禦
十
図
）０％”

４■

いヽ所
（ヨ
４
）が日

いヽ謝
（■
図
Ｊ％

ヽ
ｏ
謝
（ヨ
葺
）口”％

ヽ
ｏ
謝
⌒■
図
）
ロ”％０回
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②配布枚数に対する利用率

20蔽 25歳 30歳 35歳 40歳 総 計

最 大
市 区 519% 122.7% 523% 144.4% 62.3% 54.2%

町村 250.0% 100.0% 100.0% 400.0% 166.7% 155.6%

最 小
市 区 1.4% 4.9% 10% 5.0% 4.2% 42%
田丁本寸 00% 0_0% 00% 0.0% 0.0% 0.0%

平均
市 区 276% 26.7% 24.6% 27.0% 28.0% 26.9%

田丁本寸 33.6% 30.2% 29.3% 31_1% 343% 31_9%

利用率が
50%を超
えた自治
体数

市 区
2目 治 体 3自 治体 1自 治体 2自 治体 9自 治体 2自 治体

03% 0.4秋 0_1% 0.3% 1.1% 0.30/1

町村
55自 治体 38自 治体 30自 治体 28自 治体 39目 光主1本 27自 治体

57% 4.0% 3.1% 2.9% 4.1% 2.8%

―
―
―
引
―
―
「
「
１
１
１
「
―
―
―

■
■

甲
■

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■
■
■
■

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

”

お
翠
（ヨ
尊
）醜

□

お
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⌒書
図
）
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ｏ
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睡 _」

評価のためのアンケート解析結果(簡易版)

国立がんセンターがん予防 検診研究センタニ検診研究部長

斎藤 博

クーポンおよび手帳の

受診率に与える効果

トクーボン・手帳の配布は初回・非初回を問わず受診率に
有意な向上を示した

未受診
507名

(58.5%)

未受診/非初回受診

784名

(90.5%)

受診
359名

(41.5%)

「女性特有のがん検診推進事業」

初回受診
32名

(9.5%)

1軍
||(4510%)

未受診/非初回受診
675名

(85.6%)

1受診|‐

434名‐

(55:0%) Ⅲ
0。O17

初回受診
li4名

(14.4%)
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手帳を読んだか どうかが

受診率に与える効果の比較

>手帳を読んだものは読んでいないものに比べ有意に受
診率の向上効果が高かつた

手帳を読んでいない

5‖ 名

(64.8%)

未受診
284名

(55.6%)

未受診/非初回受診
468名

(91.6%)

受診
227名

(44.4%)

初回受診
43名

(8.4%)

手帳を読んだ

278名

(35.2狗

受診
207名

(74.5%)

未受診
アl名

(25.5狗

く0。001

く0。00:未受診/非初回受診  初回受診
207名      7:名
(74.5%)     (25.5%)

>

検診手帳とリーフレットの

到達率と受診率の比較

≫手帳よりもリーフレットの方がより効果的

未読
702名    ‐‐

(78.2%)    ●

未読または未受診
788名

(87。
8%)

未読口未受診
.または非初回受診

未読
｀

504名

(58.7%)

未読または未受診
701名

(81.6%)

未読・受診なし

または非初回受診

825名

(96.0%)

既読
196名

(2L8%)

受診
l10名

,(12.3%)

初回
| ‐ 受診
‐ 1 24名

|(217%)

既読
355名

(41。 3%)

受診
158名

(18.4%)

11■|
く0.001

加
彫
嬌
概

874名
●   (97.3%)

ト
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「女性特有のがん 推進事業」
めのアンケート 析結果概要

,厚労省第 3次対がん総合戦略研究事業 「標準的検診法と精度管理に
書1援,各臭とう言全寝勿群舅蘇賃|‐      関する研究班」主任研究者 国立がんセンターがん予ι

斎藤 博|

調査の背景
平成21年度ネ甫正予算により、女性特有のがん (手Lがん"子宮がん)のがん検診の無料化が

行われ、節目年齢の女性 (20歳 、25歳、30歳 、35歳、40歳 、45歳 、50歳、55歳、60歳 )に対し
て、検診の無料クーポン券およびがん検診手帳が各自治体から配布された。

大規模事業 (予算216億円)であるということ、また来年度以降も継続する可能性が高いこと

を踏まえ、施策効果の検証をする必要がある。

厚生労働省からの依頼にて、効果検証のための調査を実施することになつた。

フィールドとして福井市で調査協力が得られ、調査・研究を行つた。

がん検診手帳
(CDサイズ、約50ページ)
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調査の 目的

卜平成21年度補正予算による、女性特有のがん (平Lがん・

子宮がん)のがん検診に係るクーポン券やがん検診手

帳の配布について、その施策効果を検証する。具体的
には、以下のことを目的とする。
‐クーポン・手帳が今年度の受診者に与えた影響は?
―
クニポンロ手帳が継続的な受診意図に与えた影響は?

1世代別の効果の違いは?

査設計

‐‐‐|1尋||||■ |
21年,FI村=ネ年Ⅲの1市1暴1全1早!秦付|

団
再受診勧奨

なし
当
該
調
査
事
業

当
該
調
査
事
業

国
の
事
業
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調査設計

市
の
事
業

国
の
事
業

主ながん1検診 網羅した受診勧奨

il年三角1舟1象年齢の市民:全員|三送付

響
導

:45歳 :
:・ 50歳

:

調査設計

主ながん検診全てを網羅した受診勧奨

2il年

`1月

■対象年1齢の市民●全員に送付

[___

当
該
調
査
事
業

再受診勧奨
なし
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今回の解析で検討できること
―参考 :対がん協会によるアンケー ト (2010.3報告)との比較

本事業ががん検診に与えた影響

I  配布群における事業の認知

工 事業の認知と意識の関係性

Ⅲ 意識と受診口意図の関係性

Ⅳ  事業の実施が受診口意図に与えた効果

未受診者の未受診理由

年代別の受診口意図に与えた効果の違い

△

　

ｘ

○

○

○

○

○

○

X

△

X

△

○:十分な検討が可能な項目
△:集計されているが比較性が低いなどの理由で十分な検討ができない項目
×:集計に含まれず検討できない項目

検診手帳・ クーポンの効果(初回受診 )

クーポン

+手帳
(789名 )

手帳

(898名 )

介入なし

(866名 )

20%      40%       60%

・ 初回受診者  非初回受診者

または未受診者

手帳の効果は見られなかったがクーポン配布群で統計
学的に有意な初回受診率の向上*

100%

-41-
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検診手帳・ クーポンの効果(すべての受診 )

卜手帳*・ クーポン来*それぞれにおいて有意な受診率の向
上が見られた

女戒 )

手帳
(898名 )

介入なし

(866名 )

■il■‐涎

0% 40%      60%

頸受診者 1‐ 未受診者

80% 100%

*p=01006  **p=0.004

検診手帳・ クーポンの効果 (今後の継続受診意図 )

〉手帳を配布した群で有意な意図の向上が見られた*一方
クーポンの影響は見られない

クーポン

(;1:;‖::)

介入なし

(866名 )

20%       40%       60%

■継続受診意図あり 羮継続受診意図なし

帳
名

手
９８８

-42-
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年代による違い(初回受診に与える効果)

卜50代におけるクニポンがとくに効果的

87.7%

クーポン・・

50代  手帳

介入なし

20%

初回受診者

20%

た初回受診者

40%      60%      80%

非初回受診者または未受診者

100%

40% 60%       80%

40%      60%

圏受診者 ■未受診者

20%      40%       60%      180% ｀     100%

■受診者 露未受診者

年代による違い(全ての受診に与える効果 )

40代においては検診手帳がより効果的

50代においてはク下ポンが著しく効果的

ト

　

　

　

ト

クーポン…

40代  千帳
介入なし

クーボン…

50代  手帳

介入なし
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年代による違い(継続的受診意図に与える効果)

卜40代に対する手帳がより効果的

クーポン…

40代  手帳

介入なし

クニポン・・

50代  手帳

介入なし

手帳

|(307名 )

介入なし

(356名 )

20%      40%

目継続受診意図あり

60%

奎継続受診意図なし

20%      40%      60%      80%

目継続受診意図あり 肇継続受診意図なし

参考 :検診手帳・ク∵ポンの効果(初回受診)

これまでに一度も受診の見られなかつた対象者

卜手帳の効果は見られなかつたがクーポン配布群で統計
学的に有意な初回受診率の向上*

クーポン
59.6%

74.6%

77.0%

20%      40%      60%

11初 回受診者  非初回受診者

または未受診者

100%

31:124差豊雲者曇轟

0%

-44-
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参考 :検診手帳・ クーポンの効果(初回受診 )

これまでに一度も受診の見られなかつた対象者

150代におけるクーボンがとくに効果的

クーポン"雛 lili襲び墨4基込轟轟 62.5%

和ちぽ酵澄晰筆::

20%

初回受診者

40%       60%       80%

非初回受診者または未受診者

100%

クーポン・・

50代  手帳

介入なし 静12014‰饉冬蒙111111111_… __  __  79.6%          ‐

40%       60%      80%

非初回受診者または未受診者

まとめ

嘉クーポンおよび手帳の配布はともに初回受診率および
全受診率向上に有意な効果

ンクーポンは初回受診にとくに効果的

卜手帳のみ今後の受診意図に関しての効果が見られた

卜40代の受診率にはとくに検診手帳の効果が高い

〉50代受診率にはとくに無料クーボンの効果が高い

〉継続的な受診意図の向上が今後の課題

者
一

脱　囀一
初
一

％

　

　

・

０

　

　

　

　

・
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わが国のがん検診のあるべき姿
がん死亡率減少を実現するために、有効性の確立 した検診を、徹 底 的 な精度 管 理 の 下 で行 う

‐ ‐ ■がん対策推進基本計画

(6)がんあ早簸発見 ||‐ ‐|| ■‐
(H19年 6月 閣議決定)

‐ ‐
・

  ||

|  ` ,    |‐         ||         |

41名五[讐1:彙:雲肇湧
「今後の我が国におけるがん検診̀事業評価の在り方につい|て1

(H2o31がん検診事業の評価に関:す
|る委員会報告書)

チエックリス トの実施状況

検診
方法

要鰭検 率の把握

【胃】

【六腸】

【肺】

【享L】

【子宮

□ 高い受診率を実現するために特に必要な項目。

(厚生労働省科学研究班の分析によると、これ らの項目を実施 していた市町村の方が、実施 していない市
町村より受診率が有意に高かつた。 )

(厚生労働省科学研究費補助金 第3次対がん総合撃略研究事業 標準的検診
瞥 言唇

皇
理に係る新たな

ィ
ステムなどの開発に関する

7究
班 平成21年報告

言
より転載)

平成21年度の全国実施率 (全市町村のうち、実施できている市町村の割合)
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□ 痙駆意靴輩
するた州秘要な項目。

か析によると、これらの項目を実施していた市町村の方が、実施していない市
町村より精検受診率が有意に高かった。)

(厚生労働省科学研究費補助金 第3次対がん総合戦略研究事業 標準的検診法と精度管理に係る新たなシステムなどの開発に関する研究班 平成21年 報告書より転載)

都道府県が行うべき精度管理

チェックリストは適切な検診を行うための、必要最低限の項目をリストにしたもの。

⇒目標設定 :チェックリスト実施率を100%にする。

⇒目標達成にむけて、現在の問題点を把握することから始める

①都道府県毎の、現在のチェックリスト実施率は?
②項目毎に実施状況を確認する (全 自治体が実施できていない項目/あ る特定の自治体だ
け実施できていない項目など。)

まずはボ トムアップから

①県の水準を著 しく下げる自治体への具体的指導
②項目毎に、実施できていない自治体を特定し、その原因をヒアリングする。
③生活習慣病検診等管理指導協議会などで、チェックリス ト実施率改善のための検討を
継続的にイ予う。
④検討結果を定期的に自治体ヘフィ=ドノヽックする

⑤その他 :例えば都道府県のホームページヘ掲載など
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事 務 連 絡

平成21年 10月 14日

各都 道府 県がん対策 主管課  御 中

各都道府県国民健康保険主管課  御中

厚生労働省健康局

総 務 課 が ん 対 策 推 進 、室

厚生労働省保険局

総務課医療費適正化対策推進室

国 民 健 康 保 険 課

がん検診と特定健康診査の同時実施による受診促進について

厚生労働行政の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り、厚 く御礼申し上げ

ます。

さて、がん検診等各種検診と特定健康診査 (以下「特定健診」という。)を同時に実施す

る体制につきましては、平成 19年 3月 20日 付け事務連絡「「各種健診等の連携について

の考え方」の送付について」でお示しし、各都道府県並びに市町村においてご配慮いただ

いているところです。

また、市町村によっては、都道府県による横断的な調整の下、がん検診と特定健診の同

時実施体制が推進されているところですが、こうした取組を全国的に展開することにより、

地域住民の利便性が確保され、各種の受診率向上にもつながるものと考えます。

つきましては、がん検診については、がん対策基本法 (平成 18年法律第 98号)にお

けるがん検診の受診率向上及び健康増進法 (平成 14年法律第 103号)に基づく都道府

県健康増進計画における住民の健康の増進の推進、特定健診については高齢者の医療の確

保に関する法律 (昭和 57年法律第80号 )に基づく都道府県医療費適正化計画における

住民の健康の保持の推進の観点から、都道府県においては、平成 22年度から下記による

取り組みが実施できるよう市町村等に対する助言及び調整をお願いいたします。

言己

1.目 的

地域住民のがん検診 と特定健診の受診の利便性の向上と受診促進のため、都道府県、

市町村、医療保険者等の連携によりがん検診と特定健診の同時実施を推進すること。
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2.内容

都道府県のがん対策主管課及び国民健康保険主管課 (以下「都道府県」という。)に お

いては、市町村のがん対策主管課 と特定健診の実施主体である医療保険者が、受診者の

利便性に配慮 した効果的な健診情報を対象者へ提供できるよう、がん検診 と特定健診の

実施機関等の情報をそれぞれの部署が共有できるようお願いします。

また、その調整にあたつては、がん検診及び特定健診の実施体制が市町村や医療保険

者によって様々であるため、以下の内容について当該管轄下の実態に合わせた対応をお

願いします。     |

(1)がん検診 と特定健診の実施機関情報の共有化 (別 添 1参照 )

① 都道府県は、市町村のがん検診の実施機関情報を集約し、被用者保険のとりまと

め保険者を通じて都道府県内の被用者保険の各保険者へ提供 (別 添 2参照)

② 都道府県は、被用者保険のとりまとめ保険者が集約 した都道府県内の被用者保険

の各保険者の特定健診の実施機関情報を、市町村、提供 (月1添 2参照)(市町村国保

については、市町村内にて実施機関の情報共有を図る。)

③ 市町村及び被用者保険の各保険者は、情報提供された情報を活用 し対象者へ周知

(別 添 3参照)

(2)市町村におけるがん検診と特定健診の同時実施の体制づくり (別 添 4参照 )

都道府県においては、情報の共有化に限らず、同時実施の体制づくりが可能と認め

た場合には、以下の内容についての調整をお願いします。

○ 特定健診とがん検診の同時実施の体制について、調整による体制づくりが可能な

場合には、がん検診と特定健診が、できる限り同じ日時・会場で受診できるよう調

整を行う。

3.その他                 ヽ

(1)情報共有とその体制づくりにあたっては、市町村及び医療保険者において、事前

に地域医師会等と協議、調整の上行つていただきますようお願いします。

(2)この事務連絡の内容は、被用者保険の各保険者にも周知される予定です。

1

<照会先>
保険局総務課医療費適正化対策推進室

担当 室長補佐 我田 (内線)3178

主査  後藤 (内線)3228

TEL (イt表 )03-5253-1111

(雇室撻塾)03-3595-2164

E一mail tekiseika01(Omhlw.gojp
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がん検診と特定健診の同時実施による受診促進

がん検診と特定健診の実施機関情報の共有化

情報共有
②がん検診
実施機関情報

(別添2-1)

別添 1

１
０
０
１

都道府県は市町村に
対して、同時実施等に

関する効果的な周知
について助言

①がん検診
実施機関情報

(別添2-1)

③がん検診
実施機関情報

(別添2-1)

④周知
(lllン尽3-3/3-4)(b)周知

②特定健診
実施機関情報

(別添2-2)

③特定健診
実施機関情報

(別添212)

①特定健診
実施機関情報

(別添2-2)

④周知
(別添3-1/3-2)
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:がん検診と特定健診の同時実施I=よる受診促進 |

‐がん検診と特定健診の実施機関情報の共有化

情報共有
②がん検診
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がん検診と特定健診の同時実施による受診促進

市町村から被用者保険への情報提供

男1'恭 2‐ 1

予約

がん検診の実施機関リストの例
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がん検診と特定健診の同時実施による受診促進

被用者保険から市町村への情報提供

集合契約の実施機関一覧
表 (ひな形)を加工

男 1涵 尽 2-2

被用者保険の特定健診実施機関リストの例
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がん検診と特定健診の同時実施による受診促進

同時実施に係る市町村の周知の例

別添3-1

―
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ω
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市町村のがん検診の広報等 (個別健診の場合)

がん検診と特定健診の両方を実施している実施機関一覧
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国保以外の協会けんぼ等の記載のある医療保険者の被扶養者の方の特定健診について
◎◎市にお住まいの方は、上記のがん検診実施機関で、特定健診も受診できます。
ご加入の医療保険者から発券される受診券と保険証をお持ち下さい。

協会けんぽの被扶養者の方のお問い合わせ先 △△△△一 △△△△

その他の保険加入者の特定健診について
◎◎市にお住まいの方は、記載がない健保組合等の被扶養者の方も、上記のがん検診実施機関で、特定健診も
受診できる場合がありますので、健保組合等にお問い合わせください。



がん検診と特定健診の同時実施による受診促進

1同 時実施に係る市町村の周知の例

男1'恭 3-2

ｌ
ｕ
一
Ｉ

市町村のがん検診の広報等 篠団健診の場合)

日程 1  会場

:A公民館

所在地 受付時間  1胃

B地区会館

C保健センター

国保以外の協会けんぼ等の記載のある医療保険者の被扶養者の方の特定健診について
,◎◎市にお住まいの方は、上記の集団健診会場で、がん検診と特定健診を一緒に受診できます。
ご加入の医療保険者から発券される受診券と保険証をお持ち下さい。
協会けんぱの被扶養者の方のお問い合わせ先 △△△△一 △△△△

その他の保険加入者の特定健診について
◎◎市にお住まいの方は、記載がない健保組合等の被扶養者の方も、上記の集団健診会場で、がん検診と
特定健診を一緒に受診できる場合がありますので、ご加入の健保組合等にお問い合わせください。

がん検診と特定健診を一緒に受診できる集団健診の会場一覧
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がん検診と特定健診の同時実施による受診促進

同時実施に係る保険者の周知の例

●がん検診の受診方法については、お住まいの市町村の広報や窓口でご確認ください。
(対象となる年令等の条件やがん検診の受診券が必要などの場合があります。)

●特定健診のみを受診した場合でも、がん検診はお住まいの市町村で受診できます。
お住まいの市町村の広報や窓口でご確認<ださい。

【市町村のがん検診の問い合わせ先や市町村ホームページヘのリンクの一覧を掲載】

男 1シ 尽 3-3
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特定健診の広報等 (個男J健診の場合)

特定健診とがん検診の両方を実施している実施機関一覧
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実施しているがん検診の種類

及び

がん検診も受診できる方のお住まいの市町村
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I K市 |

‐   |   I K市

|   I K市  |

K・ L市   .K口 L市 IK口 L市 IK・ Ltt K・ L市

L市   I L市  1    ‐

I L市     |
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医療機関名 所在地 電話番号

A医院 K市○○町1丁 目▼▼ ○○○○一〇〇〇〇

Bクリニック K市□□町1丁 目×× ○○○○一〇〇〇〇

C診療所 K市□□町1丁 目■ ○○○○一〇〇〇〇

D病院 K市△△町2丁 目□□ ○○○○一〇〇〇〇

F医院 L市 ×X町 1丁 目∠―∠ ○○○○―○○○○

Hクリニック L市▽▽町1丁 目□=□ ○○○○―○○○○

1医院 L市 □□町2丁 目△ ○○○○一〇〇〇〇



がん検診の特定健診の同時実施による受診促進

同時実施に係る保険者の周知の例

男1ジ尽3-4

１
一
０
１

特定健診の広報等 (集団健診の場合)

特定健診とがん検診を一緒に受診できる集団健診の会場一覧

●特定健診とがん検診を一緒に受ける場合、がん検診の受診方法については、お住まいの
市町村の広報や窓口でご確認ください。
(対象となる年令等の条件やがん検診の受診券が必要などの場合があります。)

●特定健診のみを受診した場合でも、がん検診はお住まいの市町村で受診できます。
お住まいの市町村の広報や窓口でご確認ください。

【市町村のがん検診の問い合わせ先や市町村ホームページヘのリンクの一覧を掲載】
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市睛村におけるがん検診と特定健診の同時実施の体制づくり ■
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がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会 修了証書交付枚数等一覧   降:米斗司
‐

都道府県
交付枚 数

(A)

開催回数
(B)

¬回あたり
の

研修会

修 了者数

悪性新生物
総患者数

(C)

修了者1人 あ
たりの患者数

(C/A)

1 」ヒ桁綸首 855 204 75,000

2 音森 県 ※ 21,000

3 岩手県 ※ 355 209 18,000

4 宮城県 ※ 260 14 23,000

5 秋田県 ※ 200 20,000 100

6 山形県 ※ 271 246 19,000 70

7 福 島 県 ※ 251 25,000 100

8 茨城県 ※ 266 35,000

9 栃木県 ※ 335 14 239 25,000

10 群馬県
つ
４ 22,000

埼玉県 429 71,000

12 千葉県 ※ 477 177 68,000 143

13 東京都 1,402 265 158,000

14 神奈川県 ※ 370 108,000 292

15 新 潟 県 ※ 107 32,000

16 富山県 ※ ′
十 180 i3,000 38

石川県 15,000 50

18 福井県 ※ 234 10,000 43

19 山梨県 204 227 10.000 49

20 長野県 220 31.000

21 岐阜県 408 25.000

22 静岡県 ※ 264 165 ,44,000

23 愛知県 216 76.000 103

24 二 重 県 309 13 238 21,000

25 滋 賀 県 ※ 13 178 16,000

26 京者「府 ※ 266 33,000

27 大阪府 96,000 109

28 兵庫県 236 66,000 104

29 奈良県 221 18,000 90

30 和歌 山県 ※ 367 14 262 14,000

鳥取県 80 100 9,000

32 阜オロ県 277 12 10,000

33 岡山県 465 18 258 22,000 47

34 広島県 ※ 491 36,000

35 山口県 228 5 17,000

36 徳島県 ※ 1 9,000 46

37 香川 県 228 0 22.8 11,000 48

38 愛媛県 323 3 248 19,000

39 高知県 ※ 263 11,000 70

40 福岡県 218 51,000

41 佐賀県 ※ 8 12,000

42 長 崎 県 ※ 294 4 210 15,000

43 熊本 県 247 6 21,000

44 大分 県 353 6 22_1 9,000 54

45 宮崎県 ※ 1 5,000

46 鹿児島県 4 8,000

47 沖縄県 250 0 25_0 2,000 48

合 計 17,066 5,000

全国平均 20.5

,† )・ ※ Eロ ケア研 て

・(A)及び(B)は 、平成22年 9月 1日現在、厚生労働省において実施を確認したもの
・(C)は、平成20年患者調査における都道府県別悪性新生物患者数
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島根県 嶽辮救撚撚灘

富山県

和歌山県

福井県
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鹿児島県

岐阜県

京都府

二重県
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高知県

山形県

福岡県

広島県

山口県

栃木県

宮崎県

長野県

熊本県

佐賀県

北海道

宮城県

全国平均

奈良県

福島県

秋田県

愛知県

兵庫県

大阪府

鳥取県

東京都

茨城県

千葉県

青森県

埼玉県

静岡県

新潟県

神奈川県

:椰

多懇■■浴喘警薫ヽ澤戦燎孝 :

輪 :
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1

轟 慰端瘍 :

緩和ケア研修会修了者1人あたりのがん患者数
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がん診療連携拠点病院の指定更新等に係る

今後のスケジュールについて

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」平成20年 3月 1日 付け健発第0301001号

健康局長通知(平成22年 3月 31日 一部改正)(以下、「指針」という)に 基づき、平成23年 度

以降も引き続き、がん診療連携拠点病院の指定を希望する場合は、平成22年 10月

末までに、指針に規定する所定の要件を充足した上で、指定に係る更新申請等を行

う必要がある。

「第7回 がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」(以 下、「検討会 Jと いう)に

おいては 、都 道 府 県 における地 域 の 実 状 と拠 点病 院 推 薦 に関 する考 え方 を整 理 いた

だき、必要に応じて都道府県から説明いただくことを予定している。なお、説明の様式

及び検討会開催案内については、別途連絡する。今後のスケジュールは以下のとお

りである。

平成 22年  10月 31日 指定更新推薦書等提出締め切り

平成 22年  12月 ～ 検討会における都道府県からのプレゼンテー
ション様式の提出依頼予定

第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する

検討会開催予定

がん診療連携拠点病院 (平成 22年 10月 末

締め切 り分)の現況報告を公表予定

第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する

検討会により指定更新等が認められた医療機

関の指定の効力発生

平成 23年   2月  上旬

平成 23年   3月 末まで

平成 23年   4月  1日
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